
⑥商談開始 

 （最初は企業側からアプローチ） 

③会員に②の内容を 

転送 

「産業用地確保のための情報活用に関する協定」制度の概要 

 

【目的】 

産業振興、企業誘致を図るため、千曲市内に産業用地を確保したい企業の要望に的確

かつ、迅速に対応するとともに宅地建物取引業協会の健全な発展に資する。 

 

【役割】 

  市：企業の相談に応じ、物件及び不動産業者を紹介する。 

 協会：市の照会に応じ、宅建協会会員に土地情報を提供してもらうよう依頼する。 

 

【フロー図】 
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②希望者の業種、 

用地面積等希望 

物件をメールで照会 

①千曲市内に産業用地

を求め、問い合わせ 

 （相談） 

④希望適合物件がある 

場合は、その物件の 

概要を FAX 等で連絡 

⑤物件概要、不動産 

業者を希望者に連絡

（紹介） 

⑦結果報告 
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